
○写  

健感発第 0327003 号 

平成１９年３月２７日 

 

  都道府県 

各 政 令 市 衛生主管部（局）長 殿 

  特 別 区 

 

 

厚生労働省健康局結核感染症課長 

 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の施行等について 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則等の一部を改正する

省令（平成１９年厚生労働省令第３１号）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る鳥類に属する動物及び事項（平成１９年厚生労働省告示第５６号）及び感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の

規定に基づき厚生労働大臣が定める書類の一部を改正する件（平成１９年厚生労働省告示

第５７号）が平成１９年３月２７日に公布され、同日から施行し、又は適用されることと

されたところであるが、その概要及び留意事項について別添のとおり各検疫所長あて送付

したので、了知の上、関係者に対して周知されたい。 

 



○写  
健感発第 0327002 号 

平成１９年３月２７日 

 

 

各検疫所長 殿 

 

 

健康局結核感染症課長 

（公印省略）   

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の施行等について 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則等の一部を改正する

省令（平成１９年厚生労働省令第３１号）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る鳥類に属する動物及び事項（平成１９年厚生労働省告示第５６号）及び感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の

規定に基づき厚生労働大臣が定める書類の一部を改正する件（平成１９年厚生労働省告示

第５７号）が平成１９年３月２７日に公布され、同日から施行し、又は適用されることと

されたところであるが、その概要及び留意事項は、下記のとおりであるので、関係者に対

して周知するとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。 

 

記 

 

１．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成１０年厚生

省令第９９号）及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類（平成１

６年厚生労働省告示第３３７号）の一部改正 

（１）第２９条第３項関係 

   作成書類の有効期限について３月が１年とされたこと。なお、既に提出されている

書類についても適用されることに留意すること。 

（２）第３１条第１項第５号関係 

   衛生証明書に記載する事項として、荷送人及び荷受人が法人である場合における代

表者名の記載について要しなくなったこと。 

 

２．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する

省令（平成１６年厚生労働省令第１２８号）の一部改正 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する

省令附則第２項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

（別添） 



の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動

物及び事項の規定により、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平

成４年法律第７５号）第４６条第１項の規定に基づく国の保護増殖事業として輸入され

るトキについては、経過措置として、輸出国政府機関が発行する衛生証明書について、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第１の第５項第

３欄第１号に掲げる事項のみの記載で足りるとされたこと。 

 

 









一
頁

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
八
章

輸
入
届
出

第
八
章

輸
入
届
出

（
輸
入
届
出
）

（
輸
入
届
出
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

法
第
五
十
六
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
届
出
書
の
記
載
事
項
は

２

法
第
五
十
六
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
届
出
書
の
記
載
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る

九

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

と
き
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
～
十
五

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

３

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
衛
生
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
及
び
次
に
掲
げ
る

３

第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
衛
生
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
及
び
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

の
届
出
に
際
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
検
疫
所
の
長
に
提
出
し
た
書

の
届
出
に
際
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
検
疫
所
の
長
に
提
出
し
た
書

類
（
一
年
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い

類
（
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
届
出
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

当
該
届
出
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

第
三
十
一
条

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

第
三
十
一
条

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る

五

荷
送
人
及
び
荷
受
人
の
氏
名
及
び
住
所

と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（参考）



二
頁

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
八
号
）

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す

す
る
法
律
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平

る
法
律
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十

成
十
七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五

七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
及
び

条
及
び
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
規
定
並
び
に

第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
規
定
並
び
に
第
九
条
、

第
九
条
、
第
九
条
の
三
及
び
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平

第
九
条
の
三
及
び
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六
年
十

成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

届
出
動
物
等
の
う
ち
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
国
の
保
護
増
殖
事
業
と
し
て
輸
入
さ
れ
る
鳥
類
に
属
す
る
動
物
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
三
十
条
第
一
項
の
記
載
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
が
行
わ
れ
た
旨
を
明
示
し

た
も
の
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。



一
頁

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

書
類
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
七
号
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規

行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
書
類
は
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
書
類
は
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
若
し
く
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
住
民

ロ

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
若
し
く
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
住
民

票
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
登
録
原
票
の

票
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
登
録
原
票
の

写
し
若
し
く
は
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
（
在
留
資
格
等
を
有
し
な

写
し
若
し
く
は
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
（
在
留
資
格
等
を
有
し
な

い
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
届
出
の
日
前

い
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
届
出
の
日
前

一
年
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

二

規
則
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
イ
又
は
ロ
に

二

規
則
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

届
出
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
が

イ

届
出
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
が

記
載
さ
れ
て
い
る
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
届
出
の
日
前
一
年
以
内

記
載
さ
れ
て
い
る
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
届
出
の
日
前
三
月
以
内

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
届
出
書
に
押
印

に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
届
出
書
に
押
印

さ
れ
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
（
届
出
の
日
前
一
年
以
内
に
作

さ
れ
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
（
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
作

成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

代
理
人
が
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項

三

代
理
人
が
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と

第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

本
人
に
係
る
一
又
は
二
に
規
定
す
る
書
類
並
び
に
委
任
状
（
本
人
が

ロ

本
人
に
係
る
一
又
は
二
に
規
定
す
る
書
類
並
び
に
委
任
状
（
本
人
が

記
名
押
印
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
印

記
名
押
印
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
印

鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
（
届
出
の
日
前
一
年
以
内
に
作
成
さ
れ
た

鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
（
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）




